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（訂正）「定款一部変更に関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ 

 

 平成21年５月22日付にて開示いたしました「定款一部変更に関するお知らせ」 について、

一部訂正すべき個所がございましたので、下記のとおり訂正いたします。 

 

記 

 

【訂正前】 （網掛箇所が訂正部分） 

下線は変更部分 

現 行 定 款 変  更  案 

 
第 10条    （条文記載省略） 
 

 
第９条    （条文現行どおり） 
 

 
第５章 監  査  役 

 
（監査役の設置） 
第 30条 当会社は、監査役を置く。 
 
 
（監査役の員数） 
第 31条 当会社の監査役は、５名以内とする。 
 
 

 
第５章 監査役および監査役会 

 
（監査役および監査役会の設置） 
第 29条 当会社は、監査役および監査役会を置

く。 
 
（監査役の員数） 
第 30条 当会社の監査役は、３名以上５名以内

とする。 
 



 
 

 

 
（新設） 

 

 
第６章 会計監査人 

 
（会計監査人の設置） 
第 39条 当会社は、会計監査人を置く。 
 
（選任方法） 
第 40条 会計監査人は、株主総会の決議によっ

て選任する。 
 
（任期） 
第 41条 会計監査人の任期は、選任後１年以内

に終了する事業年度のうち最終のものに

関する定時株主総会の終結のときまでと

する。 
２ 会計監査人は、前項の定時株主総会に

おいて別段の決議がされないときは、当

該定時株主総会において再任されたも

のとする。 
 

 

【訂正後】 （網掛箇所が訂正部分） 

下線は変更部分 

現 行 定 款 変  更  案 

 
（基準日） 
第 10条 当会社は、毎年３月３１日の最終の株

主名簿に記載または記録された議決権を

有する株主（実質株主を含む。以下同じ。）

をもって、その事業年度に関する定時株

主総会において権利を行使することがで

きる株主とする。 

 
（基準日） 
第９条 当会社は、毎年３月３１日の最終の株

主名簿に記載または記録された議決権を

有する株主をもって、その事業年度に関

する定時株主総会において権利を行使す

ることができる株主とする。 



 
 

 

２ 前項にかかわらず、必要がある場合は、

取締役会の決議によって、あらかじめ公

告して、一定の日の最終の株主名簿に記

載または記録された株主または登録株式

質権者をもって、その権利を行使すべき

株主または登録株式質権者とすることが

できる。 
 

２ 前項にかかわらず、必要がある場合は、

取締役会の決議によって、あらかじめ公

告して、一定の日の最終の株主名簿に記

載または記録された株主または登録株式

質権者をもって、その権利を行使すべき

株主または登録株式質権者とすることが

できる。 
 

 
第５章 監  査  役 

 
（監査役の設置） 
第 30条 当会社は、監査役を置く。 
 
 
（監査役の員数） 
第 31条 当会社の監査役は、５名以内とする。 
 
 
 （新設） 
 

 
第５章 監査役および監査役会 

 
（監査役および監査役会の設置） 
第 29条 当会社は、監査役および監査役会を置  

く。 
 
（監査役の員数） 
第 30条 当会社の監査役は、３名以上５名以内

とする。 
 
（常勤監査役） 
第 31条 常勤監査役は、監査役会の決議によっ  

て決定する。 

 
（新設） 
 
（新設） 
 
 
（新設） 
 

 

 
第６章 会計監査人 

 
（会計監査人の設置） 
第 40条 当会社は、会計監査人を置く。 
 
（会計監査人の選任方法） 
第 41条 会計監査人は、株主総会の決議によっ

て選任する。 



 
 

 

 
（新設） 

 
 

 
（会計監査人の任期） 
第 42条 会計監査人の任期は、選任後１年以内

に終了する事業年度のうち最終のものに

関する定時株主総会の終結の時までとす

る。 
２ 会計監査人は、前項の定時株主総会に

おいて別段の決議がされないときは、当

該定時株主総会において再任されたも

のとする。 
 

以上 


